
議案第４号

鳥取県立高等学校学則等の一部改正について

鳥取県立高等学校学則等の一部を改正する規則を別紙のとおり提出します。

平成２３年３月１９日

鳥取県教育委員会教育長 横 濵 純 一



鳥取県立高等学校学則等の一部改正について

１ 規則の改正理由

学校教育法施行規則の一部が改正され、外国の高等学校における履修を高等学校における履修とみなし、高

等学校の校長が認定することができる単位数の上限が拡大されたことに伴い、所要の改正を行う。

２ 規則案の概要

(１) 高等学校、高等学校通信教育及び特別支援学校の高等部において、外国の高等学校等における履修を高

等学校等における履修とみなし、校長が認定することができる単位数の上限を36単位（現行 30単位）とす

る。

(２) 施行期日は、公布日とする。
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鳥取県立高等学校学則等の一部を改正する規則

（鳥取県立高等学校学則の一部改正）

第１条 鳥取県立高等学校学則（昭和51年鳥取県教育委員会規則第10号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

改 正 後 改 正 前

（単位の修得の認定） （単位の修得の認定）

第６条の２ 略 第６条の２ 略

２ 略 ２ 略

３ 前２項の規定にかかわらず、校長は、第21条の２ ３ 前２項の規定にかかわらず、校長は、第21条の２

第２項の規定により留学することを許可された生徒 第２項の規定により留学することを許可された生徒

について、外国の高等学校における履修を学校にお について、外国の高等学校における履修を学校にお

ける履修とみなし、36単位を超えない範囲で単位の ける履修とみなし、30単位を超えない範囲で単位の

修得を認定することができる。 修得を認定することができる。

（鳥取県立高等学校通信教育規則の一部改正）

第２条 鳥取県立高等学校通信教育規則（昭和52年鳥取県教育委員会規則第12号）の一部を次のように改正す

る。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

改 正 後 改 正 前

（単位の修得の認定） （単位の修得の認定）

第８条 略 第８条 略

２ 前項の規定にかかわらず、校長は、第19条の２第 ２ 前項の規定にかかわらず、校長は、第19条の２第

２項の規定により留学することを許可された生徒に ２項の規定により留学することを許可された生徒に

ついて、外国の高等学校における履修を実施校にお ついて、外国の高等学校における履修を実施校にお

ける履修とみなし、36単位を超えない範囲で単位の ける履修とみなし、30単位を超えない範囲で単位の

修得を認定することができる。 修得を認定することができる。

（鳥取県立特別支援学校学則の一部改正）

第３条 鳥取県立特別支援学校学則（昭和52年鳥取県教育委員会規則第13号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

改 正 後 改 正 前

（単位の修得の認定） （単位の修得の認定）

第９条 略 第９条 略

２ 前項の規定にかかわらず、校長は、第20条の２第 ２ 前項の規定にかかわらず、校長は、第20条の２第

２項の規定により留学することを許可された生徒に ２項の規定により留学することを許可された生徒に

ついて、外国の特別支援学校の高等部における履修 ついて、外国の特別支援学校の高等部における履修
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を学校の高等部における履修とみなし、36単位を超 を学校の高等部における履修とみなし、30単位を超

えない範囲で単位の修得を認定することができる。 えない範囲で単位の修得を認定することができる。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。
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鳥取県立高等学校学則等の一部改正について

１ 規則の改正理由

(１) 鳥取県立高等学校へ志願できる要件を明らかにし、県外から通学する者であっても保護者が指定地域に

居住しているときは、入学後に保証人を置かなくてもよいよう所要の改正を行う。

(２) 鳥取県立特別支援学校に入学する際に保証人を置くことが必要な場合を明らかにし、保護者が県内に居

住していない生徒で保護者と同じ住所に居住しているものについては、保証人を置かなくてもよいよう所要

の改正を行う。

２ 規則案の概要

(１) 鳥取県立高等学校学則の一部改正

ア 鳥取県立高等学校に志願できる者の要件を定める。

イ 指定地域に居住している生徒のうち、保護者と同じ指定地域に居住しているものは、保護者が県内に居

住していない場合であっても保証人を置かなくてもよいこととする。

ウ 指定地域に居住している生徒であって保護者が指定地域以外の県外に居住しているものについては、当

該生徒と同じ指定地域に居住している成年者を保証人とすることができる。

エ その他所要の規定の整備を行う。

(２) 鳥取県立学校管理規則の一部改正

ア 指定地域に居住している者であって、指定する学校及び学科に在学するものの通学区域について定め

る。

イ その他所要の規定の整備を行う。

(３) 鳥取県立特別支援学校学則の一部改正

ア 保証人を置くことが必要な場合を明らかにし、保護者が県内に居住していない生徒のうち、保護者と同

じ住所に居住しているものは、保証人を置かなくてもよいこととする。

イ その他所要の規定の整備を行う。

(４) 施行期日は、平成23年４月１日とする。
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鳥取県立高等学校学則等の一部を改正する規則案

（鳥取県立高等学校学則の一部改正）

第１条 鳥取県立高等学校学則（昭和51年鳥取県教育委員会規則第10号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下この条において「移動項」という。）に対応する

同表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下この条において「移動後項」という。）が存在する場

合には、当該移動項を当該移動後項とし、移動後項に対応する移動項が存在しない場合には、当該移動後項

（以下この条において「追加項」という。）を加える。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（項の表示を除く。以下この条において「改正部分」という。）

に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（項の表示及び追加項を除く。以下この条において「改正

後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正

部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。

改 正 後 改 正 前

（全日制又は定時制の課程の第１学年への入学） （全日制又は定時制の課程の第１学年への入学）

第13条 略 第13条 略

２ 前項の規定による志願は、次の各号のいずれかに

該当する者が行うことができる。この場合におい

て、第２号に該当する者は、別表の左欄に掲げる指

定地域（以下単に「指定地域」という。）の区分に

応じ、同表の右欄に掲げる学校及び学科（以下「指

定学校等」という。）に限り志願することができ

る。

(１) 鳥取県の区域内（以下「県内」という。）に

居住している者（入学までに県内に居住する予定

である者を含む。）

(２) 指定地域に居住している者

３ 略 ２ 略

第19条の２ 生徒は、保護者（当該生徒に対して親権 第19条の２ 生徒は、保護者（当該生徒に対して親権

を行う者（親権を行う者のないときは、後見人）を を行う者（親権を行う者のないときは後見人）をい

いい、当該生徒が成年者の場合はこれに準ずる者を い、当該生徒が成年者の場合はこれに準ずる者をい

いう。以下同じ。）が県内に居住していない場合 う。以下同じ。）が鳥取県の区域内（以下「県内」

は、保証人を置かなければならない。ただし、第13 という。）に居住していない場合は、保証人を置か

条第２項第２号に該当して志願し、指定学校等に在 なければならない。

学する生徒のうち、保護者と同じ指定地域に居住し

ているものについては、この限りでない。

２ 生徒は、前条又は次条の規定による誓約書の提出

後、保護者が住所を移転したことにより前項の規定

に基づく保証人を新たに置く必要が生じたときは、

直ちにこれを置かなければならない。

３ 第１項本文及び前項の保証人は、県内に居住して ２ 前項の保証人は、県内に居住している成年者でな

いる成年者でなければならない。 ければならない。

４ 前項の規定にかかわらず、第13条第２項第２号に
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該当して志願し、指定学校等に在学する生徒であっ

て、保護者が鳥取県の区域外（指定地域を除く。）

に居住しているものについては、当該生徒と同じ指

定地域に居住している成年者を保証人とすることが

できる。

第20条 保護者又は生徒は、第19条の誓約書に記載し 第20条 保護者又は生徒は、第19条の誓約書に記載し

た保護者に変更があったときは誓約書（様式第５ た保護者に変更があったときは誓約書（様式第５

号）を、保証人に変更があったとき、又は新たに保 号）、保証人に変更があったときは誓約書（様式第

証人を置いたときは誓約書（様式第５号の２）を校 ５号の２）を校長に提出しなければならない。

長に提出しなければならない。

第２条 鳥取県立高等学校学則の一部を次のように改正する。

附則の次に次の別表を加える。

別表（第13条関係）

指定地域 学校及び学科

県名 郡市名 町村名等

兵庫県 美方郡 新温泉町 鳥取県立鳥取工業高等学校の工業学科（建設工学

科）

鳥取県立鳥取湖陵高等学校の工業学科（電子機械

科）又は情報学科（情報科学科）

岡山県 津山市 阿波及び加茂町 鳥取県立智頭農林高等学校

美作市 平成17年３月31

日市町村合併前

の大原町及び東

粟倉村の区域

英田郡 西粟倉村

真庭郡 新庄村 鳥取県立日野高等学校

新見市 千屋花見、千屋

井原、千屋実及

び千屋

島根県 松江市 美保関町及び八 鳥取県立境高等学校

束町 鳥取県立境港総合技術高等学校

（鳥取県立学校管理規則の一部改正）

第３条 鳥取県立学校管理規則（昭和51年鳥取県教育委員会規則第９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を削り、同表の改正後の欄中下線が引かれた部分を加える。

改 正 後 改 正 前

（高等学校の通学区域） （高等学校の通学区域）

第４条 高等学校の通学区域は、県全域とする。ただ 第４条 高等学校の通学区域は、県全域とする。

し、鳥取県立高等学校学則（昭和51年鳥取県教育委

員会規則第10号）第13条第２項第２号に該当して志
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願し、高等学校に入学した生徒の通学区域について

は、この限りでない。

（入学） （入学）

第16条 略 第16条 略

２ 校長は、特別の必要があり、かつ、教育上支障が ２ 校長は、特別の必要があり、かつ、教育上支障が

ないときは、学年の途中においても、学期の区分に ないときは、学年の途中においても、学期の区分に

従い、入学（鳥取県立高等学校学則第16条、鳥取県 従い、入学（鳥取県立高等学校学則（昭和51年鳥取

立高等学校通信教育規則（昭和52年鳥取県教育委員 県教育委員会規則第10号）第16条、鳥取県立高等学

会規則第12号）第14条及び鳥取県立特別支援学校学 校通信教育規則（昭和52年鳥取県教育委員会規則第

則（昭和52年鳥取県教育委員会規則第13号）第18条 12号）第14条及び鳥取県立特別支援学校学則（昭和

に規定する入学を除く。）を許可することができ 52年鳥取県教育委員会規則第13号）第18条に規定す

る。 る入学を除く。）を許可することができる。

（鳥取県立特別支援学校学則の一部改正）

第４条 鳥取県立特別支援学校学則（昭和52年鳥取県教育委員会規則第13号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正後の欄中条の表示に下線が引かれた条（以下この条において「追加条」という。）を加える。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という。）に対応する同表の

改正後の欄中下線が引かれた部分（追加条を除く。以下この条において「改正後部分」という。）が存在する

場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当

該改正部分を削る。

改 正 後 改 正 前

（誓約書の提出等） （誓約書の提出等）

第24条 略 第24条 略

第24条の２ 生徒は、保護者（当該生徒に対して親権

を行う者（親権を行う者のないときは、後見人）を

いい、当該生徒が成年者の場合はこれに準ずる者を

いう。以下この条から第26条までにおいて同じ。）

が鳥取県の区域内（以下「県内」という。）に居住

していない場合は、保証人を置かなければならな

い。ただし、保護者が県内に居住していない生徒の

うち、保護者と同じ住所に居住しているものについ

ては、この限りでない。

２ 生徒は、前条又は次条の規定による誓約書の提出

後、保護者が住所を移転したことにより前項の規定

に基づく保証人を新たに置く必要が生じたときは、

直ちにこれを置かなければならない。

３ 第１項本文及び前項の保証人は、県内に居住して

いる成年者でなければならない。

第25条 保護者又は生徒は、第24条の誓約書に記載し 第25条 保護者（生徒に対して親権を行う者、親権を
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た保護者若しくは保証人に変更があったとき、又は 行う者のないときは後見人をいう。以下この条及び

新たに保証人を置いたときは、誓約書（様式第９ 次条において同じ。）又は生徒は、前条の誓約書に

号）を校長に提出しなければならない。 記載した保護者又は保証人に変更があったときは、

誓約書（様式第９号）を校長に提出しなければなら

ない。

附 則

この規則は、平成23年４月１日から施行する。
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